
 

６ 環境基準など 

６－１ 大気関係 

(1) 大気汚染に係る環境基準 

 

（昭和48年５月８日 環境庁告示第25号） 

（改正 昭和48環告35・昭和53環告38・昭和56環告47・平成８環告73・平成８環告74） 

物 質 二酸化硫黄 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシダント

環境上

の条件 

１時間値の１日平

均値が 0.04ppm 以

下であり、かつ、

１時間値が 0.1ppm

以下であること。 

１時間値の１日平均

値が 10ppm 以下であ

り、かつ、１時間値の

８ 時 間 平 均 値 が

20ppm 以下であるこ

と。 

 

１時間値の１日平均

値が 0.10mg/ｍ３以下

であり、かつ、１時間

値が 0.20 ㎎/ｍ３以

下であること。 

１時間値の１日平均

値が 0.04ppm から

0.06ppm までのゾー

ン内又はそれ以下で

あること。 

１ 時 間 値 が

0.06ppm 以下であ

ること。 

測定 

方法 

溶液導電率法又は

紫外線蛍光法 

非分散型赤外分析計

を用いる方法 

濾過捕集による重量

濃度測定方法又はこ

の方法によって測定

された重量濃度と直

線的な関係を有する

量が得られる光散乱

法、圧電天びん法、ベ

ータ線吸収法 

 

ザルツマン試薬を用

いる吸光光度法又は

オゾンを用いる化学

発光法 

中性ヨウ化カリウ

ム溶液を用いる吸

光光度法又は電量

法、紫外線吸収法、

エチレンを用いる

化学発光法 

評価 

方法 

年間にわたる１日

平均値である測定

値につき、測定値

の高い方から２％

の範囲内にあるも

のを除外した値が

0.04ppm 以下であ

ること。ただし、

１ 日 平 均 値 が

0.04ppm を超えた

日が２日以上連続

しないこと。 

 

年間にわたる１日平

均値である測定値に

つき、測定値の高い方

から２％の範囲内に

あるものを除外した

値が 10ppm 以下であ

ること。ただし、１日

平均値が 10ppm を超

えた日が２日以上連

続しないこと。 

年間にわたる１日平

均値である測定値に

つき、測定値の高い方

から２％の範囲内に

あるものを除外した

値が 0.10mg/ｍ３以下

であること。ただし、

１ 日 平 均 値 が

0.10mg/ｍ３を超えた

日が２日以上連続し

ないこと。 

年間における１日平

均値のうち、低い方か

ら 98％に相当する値

が、0.06ppm以下であ

ること。 

年間を通じて、１

時間値が 0.06ppm

以下であること。

ただし、５時から

20時の昼間時間帯

について評価する

こと。 

 
(2) 有害大気汚染に係る環境基準 

 

（平成９年２月４日 環境庁告示第４号） 

（改正 平成13年４月20日 環境省告示第30号） 

物 質 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 

環境上

の条件 

１年平均値が0.003mg/ｍ３

以下であること。 

１年平均値が0.2mg/ｍ３

以下であること。 

１年平均値が0.2mg/ｍ３

以下であること。 

１年平均値が0.15mg/ｍ３

以下であること。 

測定 

方法 

キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと

同等以上の性能を有すると認められる方法 

評価 

方法 
年平均値と認められる値との比較によって評価を行う。 

 



 

(3) 微小粒子状物質に係る環境基準 

 

（平成21年９月９日 環境省告示第33号） 

物 質 微小粒子状物質 

環境上

の条件 
１年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が35μg/m3以下であること。 

測定 

方法 

微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集によ

る質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機によ

る方法 

 

備考 

1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。  

2. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μｍの粒子を50％の割合で分離できる分粒装置を用

いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。  



 

６－２ 水質関係 

(1) 河川等（公共用水域）に関する基準 

（昭和46年12月28日 環境庁告示 第59号） 

（改正 昭49環告63・昭50環告３・昭57環告41・環告140・昭60環告29・昭61環告１・平３環告78・ 

平５環告16・環告65・平７環告17・平10環告15・平11環告14・平12環告22・平15環告123） 

 

① 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

 

基  準  値 

類型 利用目的の適応性 水素イオン 
濃度 

（ｐＨ） 

生物化学的 
酸素要求量 
（ＢＯＤ） 

浮遊物質 
（ＳＳ） 

溶存酸素 
（ＤＯ） 

大腸菌群数 

ＡＡ 

水道１級 

自然環境保全 

Ａ類型以下 

6.5 以上 

8.5 以下 

１ mg/ℓ 

以下 

25 mg/ℓ 

以下 

7.5 mg/ℓ 

以上 
50MPN/100mℓ以下 

Ａ 

水道２級 

水産１級・水浴 

Ｂ類型以下 

6.5 以上 

8.5 以下 

２ mg/ℓ 

以下 

25 mg/ℓ 

以下 

7.5 mg/ℓ 

以上 
1,000MPN/100mℓ以下

Ｂ 

水道３級 

水産２級 

Ｃ類型以下 

6.5 以上 

8.5 以下 

３ mg/ℓ 

以下 

25 mg/ℓ 

以下 

５ mg/ℓ 

以上 
5,000MPN/100mℓ以下

Ｃ 

水道３級 

工業用水１級 

Ｄ類型以下 

6.5 以上 

8.5 以下 

５ mg/ℓ 

以下 

50 mg/ℓ 

以下 

５ mg/ℓ 

以上 
－ 

Ｄ 

工業用水２級 

農業用水 

Ｅ類型以下 

6.0 以上 

8.5 以下 

８ mg/ℓ 

以下 

100 mg/ℓ 

以下 

２ mg/ℓ 

以上 
－ 

Ｅ 
工業用水３級 

環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10 mg/ℓ 

以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 

２ mg/ℓ 

以上 
－ 

備考 １ 基準値は、日間平均値とする。(湖沼・海域もこれに準ずる) 

２ 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素５mg/ℓ以上とする。（湖沼もこれに準ず

る） 

（注）１．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２．水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道２級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道３級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３．水産１級  ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

水産２級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物並びに水産３級の水産生物用 

水産３級  ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

４．工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

５．環境保全  ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない程度 

 
基 準 値 

類型 水生生物の生息状況の適応性 
全 亜 鉛 

生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/ℓ 以下

生物特A 
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の

生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/ℓ 以下

生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/ℓ 以下

生物特B 
生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の

生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/ℓ 以下

備考 １  基準値は、年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる） 

 



 

② 人の健康の保護に関する環境基準 

 

項 目 基準値（mg/ℓ） 

カドミウム 0.01 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01 

六価クロム 0.05 

砒素 0.01 

総水銀 0.0005 

アルキル水銀 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02 

四塩化炭素 0.002 

1,2-ジクロロエタン 0.004 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 

シス-1,2,-ジクロロエチレン 0.04 

1,1,1-トリクロロエタン 1 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 

トリクロロエチレン 0.03 

テトラクロロエチレン 0.01 

1,3-ジクロロプロペン(D-D) 0.002 

チウラム 0.006 

シマジン 0.003 

チオベンカルブ 0.02 

ベンゼン 0.01 

セレン 0.01 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 

ふっ素 0.8 

ほう素 1 

１,４－ジオキサン 0.05 

備考１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値は最高値とする。 

２ ｢検出されないこと｣とは、定量限界を下回ることをいう。 

３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を

乗じたものと、亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 



 

③ 市内の環境基準の類型指定状況（河川） 

 

水域 
該当

類型
備考 

矢作川下流（明治用水頭首工から下流） Ｂ 

乙川上流（岡崎市取水口より上流） Ａ 
昭和45年９月１日閣議決定 

乙川下流（岡崎市取水口より下流） 
Ｂ 

（Ｃ）

平成12年３月31日愛知県告示 

（昭和45年９月１日閣議決定） 

巴川   （全域） Ａ 昭和45年９月１日閣議決定 

鹿乗川  （全域） Ｃ 昭和50年３月31日愛知県告示 

男川   （全域） Ａ 

雨山川及び乙女川下流（雨山川全域及び雨山川合流点より下流の乙女川） Ａ 
平成８年３月29日愛知県告示 

 

水域 該当類型 備考 

矢作川（ア）（矢作ダムより上流） 生物Ａ 

矢作川（イ）（矢作ダムより下流） 生物Ｂ 

巴川   （全域） 生物Ｂ 

乙川（ア）（乙川天神橋より上流） 生物Ａ 

乙川（イ）（乙川天神橋より下流） 生物Ｂ 

鹿乗川  （全域） 生物Ｂ 

男川   （全域） 生物Ｂ 

雨山川及び乙女川下流（雨山川全域及び雨山川合流点より下流の乙女川） 生物Ｂ 

平成21年３月27日愛知県告示

 



 

(2) 水質汚濁に係る要監視項目及び指針値 

①人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値（公共用水域） 

 
（平成５年４月28日環水規第121号 環境庁水質保全局長通知） 

（改正 平成16年３月31日付け環境省環境管理局水環境部長通知 
平成21年11月30日付け環境省水・大気環境局長通知） 

項 目 指針値（mg/ℓ） 

クロロホルム 0.06 

トランス－１,２－ジクロロエチレン 0.04 

１,２－ジクロロプロパン 0.06 

ｐ－ジクロロベンゼン 0.2 

イソキサチオン 0.008 

ダイアジノン 0.005 

フェニトロチオン（ＭＥＰ） 0.003 

イソプロチオラン 0.04 

オキシン銅（有機銅） 0.04 

クロロタロニル（ＴＰＮ） 0.05 

プロピザミド 0.008 

ＥＰＮ 0.006 

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 0.008 

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 0.03 

イプロベンホス（ＩＢＰ） 0.008 

クロルニトロフェン － 

トルエン 0.6 

キシレン 0.4 

フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 

ニッケル － 

モリブデン 0.07 

アンチモン 0.02 

塩化ビニルモノマー 0.002 

エピクロロヒドリン 0.0004 

全マンガン 0.2 

ウラン 0.002 

 
② 水生生物の保全に係る要監視項目及び指針値（河川） 

 
（平成15年環境省告示第123号） 

項 目 類 型 指針値（mg/ℓ） 

生物A 0.7 

生物特A 0.006 

生物B 3 
クロロホルム 

生物特B 3 

生物A 0.05 

生物特A 0.01 

生物B 0.08 
フェノール 

生物特B 0.01 

生物A 1 

生物特A 1 

生物B 1 
ホルムアルデヒド 

生物特B 1 



 

(3) 特定事業場の排水基準（※排水基準を定める総理府令による） 

 
（昭和46年６月21日 総理府令 第35号） 

（改正 昭46総令41・昭49総令65.70・昭50総令３・昭51総令37・昭52総令38・昭56総令39・昭60総令30・昭61総令38・平元総令19） 
（平２総令１.36・平３総令29・平５総令40.54・平７総令36・平９総令３・平10総令56・平12総令６.94・平13環令21・平18環令33） 

① 有害物質 

 

項  目 基準値（mg/ℓ） 備  考 

カドミウム及びその化合物 0.1 

シアン化合物 1 

有機燐化合物 

（パラチオン、メチルパラチオン、メチ

ルジメトン及びＥＰＮに限る） 

1 

鉛及びその化合物 0.1 

六価クロム化合物 0.5 

砒素及びその化合物 0.1 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 

アルキル水銀化合物 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル 0.003 

ジクロロメタン 0.2 

四塩化炭素 0.02 

１,２－ジクロロエタン 0.04 

１,１－ジクロロエチレン 0.2 

シス-１,２,－ジクロロエチレン 0.4 

１,１,１－トリクロロエタン 3 

１,１,２－トリクロロエタン 0.06 

トリクロロエチレン 0.3 

テトラクロロエチレン 0.1 

１,３－ジクロロプロペン 0.02 

チウラム 0.06 

シマジン 0.03 

チオベンカルブ 0.2 

ベンゼン 0.1 

セレン及びその化合物 0.1 

アンモニア､アンモニウム化合物、亜硝酸化
合物及び硝酸化合物 （注）100 

（海域以外） 10 
ほう素及びその化合物 

（海域） 230 

（海域以外） 8 
ふっ素及びその化合物 

（海域） 15 

１ 「検出されないこと」とは、第２条の規定に基づき環境大

臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合

において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回るこ

とをいう。 

 

２ 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止

法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行

の際限にゆう出している温泉（温泉法（昭和23 年法律第

125 号）第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ)

を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水について

は、当分の間、適用しない。 

(注) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 



 

② 一般項目 

 

項 目 許容限度（㎎/ℓ） 備   考 

水素イオン濃度（ｐＨ） 5.8以上～8.6以下 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 160（日間平均120）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 160（日間平均120）

浮遊物質量（ＳＳ） 200（日間平均150）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） 5 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） 30 

フェノール類含有量 5 

銅含有量 3 

亜鉛含有量 2 

溶解性鉄含有量 10 

溶解性マンガン含有量 10 

クロム含有量 2 

大腸菌群数 日間平均3,000個/cm３

窒素含有量 120（日間平均60） 

燐含有量 16（日間平均８） 

 

１ ｢日間平均｣による許容限度は、１日の排出水の

平均的な汚染状態について定めたものである。

 

２ この表に揚げる排水基準は、１日当たり平均的

な排出水の量が50ｍ３以上である工場又は事業

場に係る排出水について適用する。 

 

３ 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての

排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱

を掘採する鉱業を含む)に属する工場又は事業

場に係る排出水については適用しない。 

 

４ 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解

性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム

含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法

施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律

律施行令の一部を改正する政令の施行の際現に

ゆう出している温泉を利用する旅館業に属する

事業場に係る排出水については、当分の間、適

用しない。 

 

５ 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、

海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排

出水に限って適用し、化学的酸素要求量につい

ての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排

出水に限って適用する。 

 

６ 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼

植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそ

れがある湖沼として環境大臣が定める湖沼及び

これに流入する公共用水域に排出される排出水

に限って適用する。 

 

７ 燐含有量についての排出基準は、燐が湖沼植物

プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがあ

る湖沼として環境大臣が定める湖沼及びこれに

流入する公共用水域に排出される排出水に限っ

て適用する。 

 

 



 

(4) 岡崎市生活環境保全条例に基づく規制事項 

 

（平成18年６月19日 規則第56号） 

有害物質の種類 許容限度（mg/ℓ） 

カドミウム及びその化合物 0.05 

シアン化合物 0.5 

有機リン化合物 0.5 

鉛及びその化合物 0.05 

六価クロム化合物 0.2 

砒素及びその化合物 0.05 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005 

ポリ塩化ビフェニル 0.0015 

ジクロロメタン 0.1 

四塩化炭素 0.01 

１,２－ジクロロエタン 0.02 

１,１－ジクロロエチレン 0.1 

シス－１,２－ジクロロエチレン 0.2 

１,１,１－トリクロロエタン 1.5 

１,１,２－トリクロロエタン 0.03 

トリクロロエチレン 0.15 

テトラクロロエチレン 0.05 

１,３－ジクロロプロペン 0.01 

チウラム 0.03 

シマジン 0.015 

チオベンカルブ 0.1 

ベンゼン 0.05 

セレン及びその化合物 0.05 

ふっ素及びその化合物 1 

生活環境項目 許容限度（mg/ℓ） 

水素イオン濃度（ｐＨ） 5.8～8.6 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 25（日間平均20） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 25（日間平均20） 

浮遊物質量（ＳＳ） 30（日間平均20） 

鉱油類含有量 2 
ノルマルヘキサン抽出物質

動植物油脂類含有量 10 

フェノール類含有量 0.5 

銅含有量 1 

亜鉛含有量 3 

溶解性鉄含有量 5 

溶解性マンガン含有量 3 

クロム含有量 1 

大腸菌群数 500個/cm３ 

透視度 20度 

※生活環境項目については、排水量 20ｍ３／日 未満の特定事業場除く 



 

(5) ゴルフ場使用農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指針（72 項目） 

 
（環境庁水質保全局長通知 Ｈ２.５環水土77） 

（改正 Ｈ３.７環水土109・Ｈ４.12環水土187・Ｈ９.４環水土100・Ｈ13.12環水土234・Ｈ22.9環水大土100929001） 

旧 新 農 薬 名 旧指針値 新指針値 

（殺虫剤） 

 1 アセタミプリド - 1.8 

1 2 アセフェート 0.8 0.063 

2 3 イソキサチオン 0.08 

3  イソフェンホス 0.01 削除 

 4 イミダクロプリド - 1.5 

4 5 エトフェンプロックス 0.8 0.82 

 6 クロチアニジン - 2.5 

5 7 クロルピリホス 0.04 0.02 

6 8 ダイアジノン 0.05 

 9 チアメトキサム - 0.47 

7 10 チオジカルブ 0.8 

 11 テブフェノジド - 0.42 

8 12 トリクロルホン（ＤＥＰ） 0.3 0.05 

9 13 ピリダフェンチオン 0.02 

10 14 フェニトロチオン（ＭＥＰ） 0.03 

 15 ペルメトリン - 1 

 16 ベンスルタップ - 0.9 

（殺菌剤） 

11 17 アゾキシストロビン 5 4.7 

12 18 イソプロチオラン 0.4 2.6 

13 19 イプロジオン 3 

14  イミノクタジン酢酸塩 0.06 - 

 20,21 
イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタ

ジン酢酸塩 
（ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝとして） 0.06 

15 22 エトリジアゾール（エクロメゾール） 0.04 

16 23 オキシン銅（有機銅） 0.4 

17 24 キャプタン 3 

18 25 クロロタロニル（ＴＰＮ） 0.4 

19 26 クロロネブ 0.5 

 27 ジフェノコナゾール - 0.3 

 28 シプロコナゾール - 0.3 

 29 シメコナゾール - 0.22 

20 30 チウラム（チラム） 0.06 0.2 

 31 チオファネートメチル - 3 

 32 チフルザミド - 0.5 

 33 テトラコナゾール - 0.1 

 34 テブコナゾール - 0.77 

 35 トリフルミゾール - 0.5 

21 36 トルクロホスメチル 0.8 2 

 37 バリダマイシン - 12 

 38 ヒドロキシイソキサゾール（ヒメキサゾール） - 1 

22 39 フルトラニル 2 2.3 

23 40 プロピコナゾール 0.5 

 41 ベノミル - 0.2 

24 42 ペンシクロン 0.4 1.4 

 43 ボスカリド - 1.1 

25 44 ホセチル 23 

26 45 ポリカーバメート 0.3 



 

27  メタラキシル 0.5 - 

 46,47 メタラキシル及びメタラキシルＭ （ﾒﾀﾗｷｼﾙとして） 0.58 

28 48 メプロニル 1 1 

（除草剤） 

29 49 アシュラム 2 

 50 エトキシスルフロン - 1 

 51 オキサジアルギル - 0.2 

 52 オキサジクロメホン - 0.24 

 53 カフェンストロール - 0.07 

 54 シクロスルファムロン - 0.8 

30 55 ジチオピル 0.08 0.095 

31 56 シデュロン 3 

32 57 シマジン（ＣＡＴ） 0.03 

33 58 テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） 0.2 

34 59 トリクロピル 0.06 

35 60 ナプロパミド 0.3 

36 61 ハロスルフロンメチル 0.3 2.6 

37 62 ピリブチカルブ 0.2 0.23 

38 63 ブタミホス 0.04 0.2 

39 64 フラザスルフロン 0.3 

40 65 プロピザミド 0.08 0.5 

41 66 ベンスリド（ＳＡＰ） 1 

42 67 ペンディメタリン 0.5 1 

43 68 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.8 

44  メコプロップ（ＭＣＰＰ） 0.05 - 

 69 

メコプロップカリウム塩（ＭＣＰＰカリウム塩）、

メコプロップジメチルアミン塩（ＭＣＰＰジメチ

ルアミン塩）、メコプロップＰイソプロピルアミ

ン塩及びメコプロップＰカリウム塩 

（ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟとして） 0.47 

 70,71 
ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩及びＭＣＰＡナ

トリウム塩 
（MCPAとして） 0.05 

45  メチルダイムロン 0.3 削除 

（植物成長調整剤） 

 72 トリネキサパックエチル - 0.15 

 



 

６－３ 地下水関係 

(1) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

                                  (平成９年３月１３日 環境庁告示第１０号) 
            (改正 平成１０環告２３・平成１１環告１６・平成２０環告４１・平成２１環告７９) 

 項 目 基準値(㎎/ℓ) 

カドミウム 0.01 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01 

六価クロム 0.05 

砒素 0.01 

総水銀 0.0005 

アルキル水銀 検出されないこと 

ＰＣＢ 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02 

四塩化炭素 0.002 

塩化ビニルモノマー 0.002 

1,2-ジクロロエタン 0.004 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 

1,2-ジクロロエチレン 0.04 

1,1,1-トリクロロエタン 1 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 

トリクロロエチレン 0.03 

テトラクロロエチレン 0.01 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 

チウラム 0.006 

シマジン 0.003 

チオベンカルブ 0.02 

ベンゼン 0.01 

セレン 0.01 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 

ふっ素 0.8 

ほう素 1 

1,4-ジオキサン 0.05 

備考 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値は最高値とする。 

２ ｢検出されないこと｣とは、定量限界を下回ることをいう。 

３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を 

乗じたものと、亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 

       ４ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、シス体とトランス体の濃度の和とする。 



 

(2) 人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値(地下水) 

(平成５年３月８日環水管２１号 環境庁水質保全局長通知) 

(改正 平成１６年３月３１日付け環境省環境管理局水環境部長通知・平成２１年１１月３０日付け環境省水・大気環境

局長通知) 

項 目 指針値（㎎/ℓ） 

クロロホルム 0.06 

1,2-ジクロロプロパン 0.06 

p-ジクロロベンゼン 0.2 

イソキサチオン 0.008 

ダイアジノン 0.005 

フェニトロチオン(ＭＥＰ) 0.003 

イソプロチオラン 0.04 

オキシン銅(有機銅) 0.04 

クロロタロニル(ＴＰＮ) 0.05 

プロピザミド 0.008 

ＥＰＮ 0.006 

ジクロルボス(ＤＤＶＰ) 0.008 

フェノブカルブ(ＢＰＭＣ) 0.03 

イプロベンホス(ＩＢＰ) 0.008 

クロルニトロフェン － 

トルエン 0.6 

キシレン 0.4 

フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 

ニッケル － 

モリブデン 0.07 

アンチモン 0.02 

エピクロロヒドリン 0.0004 

全マンガン 0.2 

ウラン 0.002 

 



 

６－４ 土壌汚染に係る環境基準 
 

（平成３年８月23日 環境庁告示第46号） 
（改正 平成５環告19・平成６環告５ 環告25・平成７環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37） 

項 目 環境上の条件 項 目 環境上の条件 

１,２－ジクロロエタン 
検液１ℓにつき0.004mg以下で
あること。 

カドミウム 

検液１ℓにつき0.01㎎以下であ
り、かつ、農用地においては、
米１kgにつき0.4mg未満であ
ること。 １,１－ジクロロエチレン 

検液１ℓにつき0.02mg以下で
あること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 シス－１,２－ジクロロエチレン
検液１ℓにつき0.04mg以下で
あること。 

有機リン 検液中に検出されないこと。 １,１,１－トリクロロエタン 
検液１ℓにつき１mg以下である
こと。 

鉛 
検液１ℓにつき0.01mg以下で
あること。 １,１,２－トリクロロエタン 

検液１ℓにつき0.006mg以下で
あること。 

六価クロム 
検液１ℓにつき0.05mg以下で
あること。 トリクロロエチレン 

検液１ℓにつき0.03mg以下で
あること。 

テトラクロロエチレン 
検液１ℓにつき0.01mg以下で
あること。 

砒素 

検液１ℓにつき0.01mg以下で
あり、かつ、農用地（田に限る）
においては、土壌１kgにつき
15mg未満であること。 １,３－ジクロロプロペン 

検液１ℓにつき0.002mg以下で
あること。 

総水銀 
検液１ℓにつき0.0005㎎以下で
あること。 チウラム 

検液１ℓにつき0.006mg以下で
あること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 シマジン 
検液１ℓにつき0.003mg以下で
あること。 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 チオベンカルブ 
検液１ℓにつき0.02mg以下で
あること。 

ベンゼン 
検液１ℓにつき0.01mg以下で
あること。 

銅 
農用地（田に限る）において、
土壌１kgにつき125mg未満で
あること。 

セレン 
検液１ℓにつき0.01mg以下で
あること。 

ジクロロメタン 
検液１ℓにつき0.02mg以下で
あること。 ふっ素 

検液１ℓにつき0.8mg以下であ
ること。 

四塩化炭素 
検液１ℓにつき0.002mg以下で
あること。 ほう素 

検液１ℓにつき１mg以下である
こと。 

備考 １ カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、

汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１ℓにつき0.01mg、

0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液１ℓにつき0.03mg、0.03mg、

0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び３mgとする。 

２ ｢検液中に検出されないこと｣とは、定量限界を下回ることをいう。 

        ３ 有機リンとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 



 

６－５ ダイオキシン類に係る基準 

(1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準 

 
（平成11年12月27日 環境庁告示第68号） 

（最終改正 平成14年７月22日 環境省告示第46号） 

媒体 基準値 

大気 0.6 pg-TEQ/m３ 以下 

水質（水底の底質を除く） １ pg-TEQ/ℓ 以下 

水底の底質 150 pg-TEQ/g 以下 

土壌 1,000 pg-TEQ/g 以下 

備考 ①基準値は、２,３,７,８－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

②大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。 

③土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g

以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

 

(2) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準（排出ガス） 

 

番号 施設名 
新設施設 

（ng-TEQ/ｍ３Ｎ）

既設施設 

（ng-TEQ/ｍ３Ｎ） 

１ 焼結鉱製造用焼結炉 0.1 1 

２ 製鋼用電気炉 0.5 5 

３ 亜鉛回収施設 1 10 

４ アルミニウム合金製造施設 1 5 

焼却能力 ４ｔ/ｈ以上 0.1 1 

〃   ２ｔ/ｈ以上４ｔ/ｈ未満 1 5 

〃   200kg/ｈ以上２ｔ/ｈ未満 
５ 

廃棄物 
焼却炉 

〃   200kg/ｈ未満 
5 10 

注１ 法の施行の際、大気汚染防止法において新設施設の指定物質抑制基準が適用されている施設について、平成13

年１月15日からは新設の排出基準が適用される。 

注２ 既設施設とは、平成12年１月14日以前に既に設置された又は工事に着手されていた施設をいう。 

 



 

(3) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準（排出水） 

 

番号 施 設 名 
基準 

（pg-TEQ/ℓ）

１ 硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプ製造用の塩素又は塩素化合物による漂白施設 

２ カーバイド法アセチレン製造用の廃ガス洗浄施設 

３ 硫酸カリウム製造用の廃ガス洗浄施設 

４ アルミナ繊維製造用の廃ガス洗浄施設 

５ 
担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る）用焼成炉の廃ガスを処理する廃ガ
ス洗浄施設 

６ 塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設 

７ 
カプロラクタム製造施設（塩化ニトロシルを使用するものに限る）用の硫酸濃縮施設、シクロヘキサ
ン分離施設、廃ガス洗浄施設 

８ クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造用の水洗施設、廃ガス洗浄施設 

９ ４-クロロフタル酸水素ナトリウム製造用のろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設 

10 ２,３-ジクロロ-１,４-ナフトキノン製造用のろ過施設、廃ガス洗浄施設 

11 
ジオキサジンバイオレット製造用のニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導
体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設 

12 アルミニウム又は合金製造用の溶解炉又は乾燥炉の廃ガスを処理する廃ガス洗浄装置、湿式洗浄装置 

13 
亜鉛回収（製鋼用電気炉から発生するばいじんであって、集じん機で集められたものからの亜鉛の回
収に限る）用の精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 

14 

担体付き触媒（使用済みのものに限る）からの金属回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法
及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る）によるものに限る）用のろ過施
設、精製施設、廃ガス洗浄施設 

15 
廃棄物焼却炉の廃ガスを処理する廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水等
を排出するもの 

16 廃ＰＣＢ等の分解施設、洗浄施設、分離施設 

17 
フロン類の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令方法で定める方法に限る）用のプラ
ズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 

18 第1号から第17号及び第19号に掲げる施設からの汚水等を処理する下水道終末処理施設 

19 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場廃水の共同処理施設 

10 

 

(4) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく処理基準（ばいじん・燃え殻） 

 

廃棄物の種類 新設施設の処理基準（ng-TEQ/g） 既設施設の処理基準（ng-TEQ/g） 

ばいじん・燃え殻 ３ ３ (注５) 

注１ ばいじんとは、焼却炉の集じん装置により集められたダストをいう。 

注２ 燃え殻とは、焼却物中の灰分など、焼却炉の炉底等から排出される残さ物をいう。 

注３ 処理基準とは、埋立処分等を行う際に適用される基準をいう。（含有量）ばいじん、燃え殻の埋立処分等を行う場合には、この基準以下

となるように処理しなければならない。 

注４ 新設施設とは、平成12年１月15日以降に新たに設置（着工）された施設をいう。 

既設施設とは、平成12年１月14日以前に既に設置され又は工事に着手していた施設をいう。 

注５ 既設施設のばいじん、燃え殻については、平成14年12月１日以降においても、次のいずれかの方法で処分した場合、処理基準は適用さ

れない。 

① 重金属が溶出しないようセメント固化した場合 

② 重金属が溶出しないよう薬剤処理した場合 

③ 酸抽出し、当該抽出液を重金属が溶出しないよう処理した等の場合 

 

(5) ダイオキシン類に関する最終処分場の維持管理基準 

 

① 最終処分場の周縁の地下水の水質検査を１年に１回以上実施し、その結果、水質の悪化が認められた場合には必要な措置を講

ずること。 
② 浸出水処理設備の維持管理は、放流水の水質が10 pg-TEQ/ℓに適合するよう維持管理するとともに、放流水についてダイオキ

シン類に係る水質検査を１年に１回以上実施すること。 



 

６－６ 騒音・振動関係 

(1) 騒音に係る環境基準 

（昭和50年４月 愛知県告示第334号） 

基 準 値 

一般地域 道路に面する地域 類型 該 当 地 域 

昼間 夜間 地域区分 昼間 夜間 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 
Ａ 

第２種中高層住居専用地域 

２車線以上の車線を有する 

道路に面する地域 

60 dB 

以下 

55 dB 

以下 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 Ｂ 

都市計画区域で用途地域の 
定められていない地域 

55 dB 

以下 

45 dB 

以下 

２車線以上の車線を有する 

道路に面する地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 
Ｃ 

工業地域 

60 dB 

以下 

50 dB 

以下 

車線を有する道路に 

面する地域 

65 dB 

以下 

60 dB 

以下 

昼 間 夜 間 
ＡＡ － 

50 dB以下 40 dB以下 

備考 

１ 本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。 

２ ＡＡをあてはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域と

する。 

３ Ａをあてはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

４ Ｂをあてはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

５ Ｃをあてはめる地域は、相当数の住居と併せて、商業、工業等の用に供される地域とする。 

６ 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

７ 基準値の欄における時間の区分については、本県の場合、昼間が「午前６時から午後10時まで」、夜間が「午

後10時から午前６時まで」と定められている。 

 
「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず、次の表による。 
 

昼 間 夜 間 
区分 

70 dB以下 65 dB以下 

備考 
個別の住居等において騒音の影響をうけやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められ

るときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間45dB以下、夜間40dB以下）によることができる。 

 
(2) 騒音規制法に基づく要請限度 

（平成15年３月 岡崎市告示 第75号） 
時間の区分 

昼 間 夜 間 区 域 の 区 分 
午前６時から 
午後10時まで 

午後10時から 
翌午前６時まで 

1 ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路に面する区域 65 dB 55 dB 

2 ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 dB 65 dB 

3 
ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域 
及びｃ区域のうち車線を有する道路に面する区域 75 dB 70 dB 

備考 ａ区域、ｂ区域、ｃ区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。 

１ ａ区域：専ら住居の用に供される区域 

第１種低層住居専用地域･第２種低層住居専用地域･第１種中高層住居専用地域･第２種中高層住居専用地域 

２ ｂ区域：主として住居の用に供される区域 

第１種住居地域･第２種住居地域･準住居地域・都市計画区域で用途地域の定められていない地域 

３ ｃ区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

近隣商業地域･商業地域･準工業地域･工業地域 

 
｢幹線交通を担う道路に近接する区域｣については、上表にかかわらず、次の表による。 
 

昼 間 夜 間 

75 dB 70 dB 

 



 

(3) 振動規制法に基づく要請限度 

（平成15年３月 岡崎市告示 第76号） 

昼 間 夜 間 
区 域 の 区 分 午前７時から 

午後８時まで 
午後８時から 

翌午前７時まで 

第１種区域 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域 

65 dB 60 dB 

第２種区域 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、都市計画区域で
用途地域の定められていない地域 70 dB 65 dB 

 
(4) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 

（昭和52年４月 愛知県告示484号） 
地域の類型 Ⅰ Ⅱ 

基準値 70dB以下 75dB以下 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域・第２種住居地域 

準住居地域 

都市計画区域で用途地域の定められていない地域 

近隣商業地域 

商業地域、 

準工業地域 

工業地域 

当該地域 

東海道新幹線の線路の中心線から左右両側にそれぞれ400ｍまでの地域(鉄けた橋りょう及び坂の坂トンネル

は除く)ただし、東海道新幹線敷地、河川敷及び工業専用地域を除く。 

備 考 

① 本環境基準は午前６時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用する。 

② Ⅰをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外

の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 

 

(5) 新幹線鉄道振動指針値 

（昭和51.３.12 環大特32） 

全区域 70 dB 

 



 

(6) 特定施設又は発生施設を設置する工場・事業場に係る規制基準 

 
（騒音：平成15年３月 岡崎市告示 第75号） 

（振動：平成15年３月 岡崎市告示 第76号） 
（平成18年 岡崎市規則 第56号） 

騒音（dB） 振動（dB） 

昼間 朝・夕 夜間 昼間 夜間 
区 分 

午前８時30分
～ 

午後５時 

午前７時～午前８時30分
午後５時～午後８時 

午後８時 
～ 

翌午前７時

午前８時 
～ 

午後７時 

午後７時 
～ 

翌午前８時 

第1種低層住居専用地域 

第2種低層住宅専用地域 

第1種中高層住居専用地域 

第2種中高層専用住居地域 

45 40 40 60 55 

第1種住居地域 

第2種住居地域 

準住居地域 

50 45 40 65 55 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

65 60 50 65 60 

都市計画区域で用途地域の 

定められていない地域 
60 55 50 65 60 

工業地域 70 65 60 70 65 

工業専用地域 75 75 70 75 70 

（注）１ 特定施設とは、騒音規制法又は振動規制法に基づく特定施設をいい、発生施設とは、県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく発

生施設をいう。 

２ 規制基準は、敷地境界での値である。 

３ 騒音規制法は、第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域・第１種中高層住居専用地域・第２種中高層住居専用地域を第１種区

域、第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域を第２種区域、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・都市計画用途地域の定められ

ていない地域を第３種区域、工業地域を第４種区域としている。 

４ 振動規制法は、第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域・第１種中高層住居専用地域・第２種中高層住居専用地域・第１種住

居地域・第２種住居地域・準住居地域を第１種区域、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・都市計画用途地域の定められていない地域・

工業地域を第２種区域としている。 

５ 騒音関係では、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・都市計画用途地域の定められていない地域内、振動関

係では、工業地域・工業専用地域内の学校、保育所、病院・診療所（患者の入院施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホームの敷

地の周囲50ｍの範囲内の基準は、表の値から５dB減じた値とする。 

６ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種

住居地域、準住居地域に接する工場地域及び工業専用地域の境界線から内側50ｍの範囲内の規制基準は、表の値から５dB減じた値とす

る。 

６ 騒音特定・発生施設又は振動特定・発生施設を設置する工場等、相当程度の騒音又は振動を発生する施設を設置する工場等、騒音の規制

を受ける作業を行う事業場、飲食店営業等の騒音の規制を受ける事業場に適用される基準値を示す。（ただし飲食店営業等については夜

間のみ適用される） 



 

(7) 特定建設作業に係る規制基準 

 
（騒音：平成15年３月 岡崎市告示 第75号） 

（振動：平成15年３月 岡崎市告示 第76号） 

騒 音
規制法 条例 

振 動
規制法 条例

 騒音関係 

種類の番号 

振動関係 

種類の番号 

くい打機等を使用する作業 ① ① くい打機等を使用する作業 ① ① 

びょう打機を使用する作業 ② ② 
鋼球を使用して建築物等を破壊する作
業 ② ② 

さく岩機を使用する作業 ③ ③ 舗装版破砕機を使用する作業 ③ ③ 

空気圧縮機を使用する作業 ④ ④ ブレーカーを使用する作業 ④ ④ 

コンクリートプラント等を設けて行
う作業 ⑤ ⑤ 

バックホウ（原動機の定格出力80kw
以上）を使用する作業 ⑥  

トラクターショベル（原動機の定格
出力70kw以上）を使用する作業 ⑦  

ブルドーザー（原動機の定格出力
40kw以上）を使用する作業 ⑧  

鉄筋コンクリート造り等の建造物を
解体・破壊する作業  ⑥ 

コンクリートミキサーを用いる作業  ⑦ 

コンクリートカッターを使用する作
業  ⑧ 

ブルドーザー等を用いる作業  ⑨ 

特 

定 

建 

設 

作 

業 

ロードーローラー等を用いる作業  ⑩ 

 

（注）１ 騒音規制法の種類の番号⑥、⑦及び⑧については、当該作業に使用する機械が、一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして

環境大臣が指定するものである場合は、規制対象から除外する。 

２ くい打機には、ディーゼルハンマ･エアハンマ･スチームハンマ･ドロップハンマ･バイブロハンマ等があり、人力により錘を持ち上げ、自然

落下によるもんけんは除外される。また圧入式とは、油圧やウォータージェット等により、くいを加圧して行うものである。 

３ びょう打機は、リベッティングハンマによるリベット打ちを対象とする。ただし、インパクトレンチ等は、対象外である。 

４ さく岩機には、ドリフタ･レッグドリル･ストッパー･ジャックハンマ･ハンドハンマ･シンカー･コンクリートブレーカー・コールピックハン

マ等がある。 

 

規制の種別 地域の区分 騒 音 振 動 

基準値 ①②③ 85 dB 75 dB 

① 午後７時～午前７時の時間内でないこと 
作業時間 

② 午後10時～午前６時の時間内でないこと 

① 10時間を超えないこと 
＊１日当たりの作業時間 

② 14時間を超えないこと 

作業期間 ①②③ 連続６日を超えないこと 

作業日 ①②③ 日曜日その他の休日でないこと 

（注）１ 基準値は、騒音特定建設作業及び振動特定建設作業の場所の敷地の境界線での値 

２ 基準値を超えている場合、騒音及び敷地の防止の改善のみならず、１日の作業時間を＊欄に定める時間未満４時間以上の間において短縮

させることを勧告・命令することができる。 

３ ①地域：ア 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居

地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めのない地域及

び都市計画区域以外の地域 

イ 工業地域及び工業専用地域のうち、学校・保育園・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲80ｍの区域 

②地域：工業地域（①地域のイの区域を除く） 

③地域：工業専用地域（①地域のイの区域を除く） 



 

(8) 拡声機騒音の規制 

① 拡声機騒音（航空機からのものを除く）の規制（県民の生活環境の保全等に関する条例第48条第１･３項） 

学校等の施設の敷地周囲 50ｍでは、商業宣伝を目的としての拡声機の使用は禁止。ただし、拡声機を屋内において使用する

場合(屋内から屋外へ向けて使用する場合を除く)であって周辺の 生活環境をそこなうおそれのないときは除く。 

商業宣伝及びその他の目的で拡声機を使用する場合は、音量の基準,使用方法を遵守しなければならない。ただし、次の①か

ら③の場合は除く 

① 災害時の広報、その他公共のための使用 

② 選挙運動のための使用 

③ 祭礼、盆踊り、運動会等の行事に伴う使用、政治団体による政見発表、労働争議、集団威嚇運動等のための使用及び集団の

誘導のための使用等の商業宣伝以外の目的のための一時使用 
 

時間の区分 
９時～19時 

(日・祭日は９時30分)
左記以外 使用方法 

第１種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

50 dB 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

55 dB 

近隣商業地域 

商業地域・準工業地域 
70 dB 

工業地域 75 dB 

市街化調整区域 65 dB 

使用禁止
①１回の使用は10分以内、次の使用まで10分以上休む

②２回以上の拡声機使用時は50ｍ以上離す 

（注）１ 学校とは、学校、保育所、病院・診療所（患者の入院施設を有するもの）、図書館及び特別養護老人ホームをいう。 

２ 商業宣伝には、営業内容の放送に限らず音楽等により営業の場所を明らかにする等結果的に客を誘引する放送等も含まれる。 

 
② 航空機からの拡声機騒音の規制（県民の生活環境の保全等に関する条例第48条第２項） 

何人も、航空機から機外に向けて、商業宣伝を目的としての拡声機の使用をしてはならない。ただし、航空機の使用時間、音

量等について規則で定める事項を遵守して使用する場合はこの限りでない。 
 

規制対象 商業宣伝を目的とするものに限る 

使用禁止時間 17時～翌日の９時（日・祭日は９時30分）

音量基準 原則として地上で１旋回平均65dB 

飛行高度 約400ｍ 

使用方法 

・同一地域の上空では２旋回まで 

・他地域への移行時は20秒以上停止 

・１回使用ごとに５秒以上休止 

・下記の施設の上空では使用禁止 

（地上で60dB以下の場合は除く） 

学校、保育所、病院・診療所 

(患者の入院施設を有するもの) 

図書館、特別養護老人ホーム 

 

 

(9) 深夜営業騒音の規制 

① 騒音の規制基準の遵守（県民の生活環境の保全等に関する条例第49条） 

午後 10 時から翌日の午前６時までの間、営業所の敷地境界において次に揚げる規制基準を超える騒音を発生させ

てはならない。 
 

対象業種 

○飲食店 ○喫茶店 ○ガソリンスタンド ○液化石油ガススタンド ○ボーリング場 

○バッティングセンター ○ゴルフ練習場 ○遊泳場 ○アイススケート場 ○テニス場 

○カラオケボックス 

規制基準 特定施設又は発生施設を設置する工場・事業場に係る規制基準参照（夜間のみ適用） 

 



 

② 音響機器の使用制限（県民の生活環境の保全等に関する条例第50条） 

深夜における騒音の防止を図る必要がある区域において、午後11時から翌日の午前６時までの間、次に揚げるとおり音響機

器を使用してはならない。 
 

対象業種 飲食店・喫茶店 

区域区分 
第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域・第１種中高層住居専用地域・第２種中高層住居専

用地域・第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域 

音響機器 

・カラオケ装置（伴奏音楽等を収録した磁気テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って

歌唱できるように構成された装置） 

・音響再生装置（録音テープ、録音盤等の再生に係る機器等） 

・楽器 

・拡声装置・有線ラジオ放送受信装置 

使用禁止時間 午後11時～翌日午前６時 

なお、営業所内の音響機器から発する音が外部に漏れない場合、この制限を受けない。 
 

③ 利用者の義務（県民の生活環境の保全等に関する条例第51条) 

飲食店営業等の利用者は、その利用に伴い、発生する騒音により、周辺の生活環境を損なうような行為をしてはならない。 
 

④ 罰則など（県民の生活環境の保全等に関する条例第100条第１項･第２項、第112条第３項） 

 

騒音の規制基準遵守 

音響機器の使用制限 

↓（違反したとき） 

行為の停止、施設の改善、その他の必要な

措置をとるべきことを勧告する 

↓（従わないとき） 

勧告に従うべきこと(勧告の内容と同じ措

置をとること)を命じる 

↓（違反したとき） 

罰金20万円以下 
 

(10) 作業に伴う騒音・振動の規制 

 
○ 騒音の規制（県民の生活環境の保全等に関する条例第52条） 

対象作業 

○板金、製かん ○鉄骨・橋梁の組立(建設の現場作業を除く) ○金属材料の引抜き ○鍛造 

○電気・ガス溶接、金属切断 ○電動・空気動力工具を使用する金属研摩、切削、びょう打ち 

○音響発生機器(楽器を含む)の組立て、試験、調整 ○内燃機関の試験、調整 ○工業用ミシンの使用

○木材切削等の加工 ○重量物(原木、原紙、鉄材等)の積込み、積卸し ○貨物の搬入、搬出 

○建設用重機械の使用(建設の現場作業を除く) 

規制基準 特定施設又は発生施設を設置する工場・事業場に係る規制基準参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６－７ 悪臭防止法に基づく規制基準 
 （平成17年11月 岡崎市告示第357号） 

規制地域の区分  第１種地域（赤） 第２種地域（黄） 第３種地域（緑） 

工場・事業場の敷地境界（1号基準） 12 15 18 

気 体 排 出 口(２号基準) 悪臭防止法施行規則第６条の２に定める方法により算出 ※ 2 

排 出 水（3号基準） 28 31 34 

※ 敷地境界外の着地地点において１号基準以下になるために、気体排出口において満たさなければならない値。 

 

用途地域との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成20年4月1日現在の用途地域です。 

 

第１種地域（赤） 第２種地域（黄） 第３種地域（緑） 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

市街化調整区域 

都市計画区域外 



 

７ 用語解説 

（総合） 

アメニティ（Amenity） 

通常、「快適さ」あるいは「感じのよさ」と訳され、私たちの生活環境を構成する自然や施設、歴史的･

文化的伝統などが互いに他を活かし合うようにバランスがとれ、その中で生活する私たち人間との間に真

の調和が保たれている場合に生ずる好ましい感覚をいいます。 

ＩＳＯ14001 

ＩＳＯ(International Organization for Standardization)は、スイスのジュネーブに本部を置く国際標準化機

構のことを言い、1947 年（昭和 22 年）に設立されました。電気関係を除く標準化のための非政府組織で、

世界 135 か国が加盟しています。 

ＩＳＯ14000 シリーズは、ＩＳＯが作成を進めている「環境に配慮した企業活動の進め方の基準」に関

する一連の規格です。このうち、ＩＳＯ14001 は、組織が環境マネジメントシステムを構築していること

を表明する場合に用いられる規格で、審査登録機関の審査により規格に適合していると判断された場合に

認証取得できます。 

上乗せ基準 

大気汚染防止法又は水質汚濁防止法で定める排出基準（排水基準）にかえて適用される排出基準（排水

基準）のことで、都道府県が条例で定めることとされており、同基準は、法の定める基準によっては当該

都道府県の自然的社会的条件から判断して、人の健康を保護し、または生活環境を保全する上で十分でな

いと認められる場合に、法の基準で定める許容限度よりも厳しい許容限度を定めるものです。 

外来生物 

もともとその地域にいなかったのに人間の活動によって外国から入ってきた生物のことを指します。 

外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）では、生態系などに被害を

及ぼすものを「特定外来生物」として指定し、飼育･栽培･保管･運搬･販売･譲渡･輸入などが原則として禁止

されています。 

環境アセスメント（環境影響評価） 

開発事業に伴う公害や自然破壊を未然に防止するため、あらかじめ事業者が、事業の実施が環境に及ぼ

す影響について調査、予測及び評価を行うとともに、その結果に対する地域住民等の意見を聴いて、地域

の環境保全に十分な配慮を行うことを環境アセスメントあるいは、環境影響評価といいます。 

環境基準 

環境基本法で、「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、

それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準を定める」と

しており、この基準が環境基準と呼ばれています。 

ダイオキシン類対策特別措置法において、「政府は、大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含

む。）及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護する上で維持されることが

望ましい基準を定める」としています。 

環境教育・環境学習 

環境汚染や自然保護を始め、食料・石油・鉱物などの資源、電気・熱などのエネルギーのほか、ごみ・

廃棄物(処理)、リサイクル、人口、動植物、空気、水、土、光、音、公害、美化、開発、健康、歴史、文化

など多岐にわたり持続可能な社会実現のための認識を深め、体験を通じて、自ら考え、調べ、学び、行動

することまでの幅広い知識、経験を教育・学習することをいいます。 

「環境教育」という用語は、1948 年の国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の設立総会で最初に用いられたと

言われている。また、環境ケアに向けての行動は、上から押付けられるものではなく、学習者自らのアク

ション・リサーチにより達成されるとの考えから、「環境教育」ではなく「環境学習」という用語も近年多

用されています。 

環境ホルモン 

環境省は「動物の生体内に取り込まれた場合に、本来その生体内で営まれている正常なホルモン作用に

影響を与える外因性の物質」を｢外因性内分泌攪乱化学物質（いわゆる｢環境ホルモン｣）｣と定義しています。 

環境ホルモンによる環境汚染は、科学的には未解明な点が多く残されているものの、それが生物生存の

基本的条件に関わるものであり、世代を越えて深刻な影響をもたらす恐れがあることから、環境保全上の

重要課題となっています。 

現在、ダイオキシン類、ポリ塩化ビフェニル、ビスフェノールＡ、フタル酸エステル、トリブチルスズ

など約 70 種類が内分泌攪乱作用を有するものとして疑われています。 



 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際、まず、その必要性を十分に考慮したうえで、価格や品質、利便性、デザイ

ンだけでなく、環境のことを考え、環境負荷ができるだけ少ないものを優先して購入することをいいます。 

公害 

環境基本法で公害とは、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当

範囲にあたる、大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む）、

土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く）、悪臭によって

人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義されています。 

この７公害は通常「典型７公害」と呼ばれ、公害行政として取り組むべき公害の範囲とされています。 

こどもエコクラブ 

子どもたちが地域において主体的に環境学習及び環境保全活動に取り組み、将来にわたる環境の保全へ

の高い意識を醸成することを支援するため、環境省が平成７年６月から募集し、発足したクラブです。各

クラブは、幼児から高校生までの２人以上のメンバーで構成され、大人（保護者等）が、サポーターとし

て助言、連絡に当たっています。 

総量規制 

一定の地域内で排出される汚染物質の総量を、当該地域の環境の自浄能力又は環境基準に照らして算出

される環境容量内に抑えようとする規制方式をいいます。 

従来の濃度規制は、汚染物質の排出量に関係なく、その濃度だけを規制していたため、排出水（ガス）

の希釈や工場等の新増設によって汚染物質の排出量が増加し、環境基準の達成、維持が困難となっている

ものがあります。 

このため、環境基準の達成、維持を目的として、汚染物質の排出量を地域の総量で規制する総量規制方

式の導入が必要となり、現在、大気汚染防止法では硫黄酸化物について、水質汚濁防止法ではＣＯＤ（化

学的酸素要求量）、窒素含有量及びりん含有量について、それぞれ特定の地域において総量規制を実施し

ています。 

ダイオキシン類 

ダイオキシン類特別措置法において、有機塩素化合物のポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン(ＰＣＤＤ)、

ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（Ｃｏ-ＰＣＢ）をダイオキシン類

と定義しており、物の燃焼等の過程で非意図的に生成します。 

塩素原子の位置により、ＰＣＤＤには 75 種類、ＰＣＤＦには 135 種類、Ｃｏ-ＰＣＢには 10 数種類の

異性体が存在し、その有害性はこれらの異性体の中で最強の毒性を有する２,３,７,８－四塩化ジベンゾパラ

ジオキシン（２,３,７,８－ＴＣＤＤ）の毒性を１としたときの他の異性体の相対的な毒性を毒性等価係数 

（ＴＥＦ）で示し、これを用いてダイオキシン類としての有害性を２,３,７,８－ＴＣＤＤの当量（TEQ）で

表現することが通例です。 

ダイオキシン類の毒性は、一般毒性、発がん性、生殖毒性、免疫毒性など多岐にわたっています。 

地球環境問題 

被害、影響が一国内にとどまらず、国境を越え、ひいては地球規模にまで広がる環境問題及び先進国を

含めた国際的な取組が必要とされる開発途上国における環境問題をいい、具体的には地球温暖化、オゾン

層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少、野生生物の種の減少、砂漠化、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、

開発途上国の環境問題などがあります。 

地球温暖化 

大気中に存在する二酸化炭素などの気体は、太陽からの日射をほぼ完全に透過させる一方、地表から放

射される熱(赤外線)を吸収し、地表を暖める働きを持っています。この働きは、ちょうど温室のガラスに似

ていることから｢温室効果｣と呼ばれています。また、温室効果を持つ気体は｢温室効果ガス｣と呼ばれ、二酸

化炭素のほかにメタン、亜酸化窒素、対流圏オゾン、水蒸気、フロン等があります。 

地球の平均気温は、人間や動植物の生存に適した約 15℃に保たれており、もし温室効果がなければ、地

球の平均気温は約－18℃になると推測されています。 

地球の温暖化とは、人間活動の拡大により大気中に温室効果ガスの濃度が増加し、温室効果が強化され、

地球の気温が気候の自然な変動に加えて上昇することをいいます。 

このまま温室効果ガスの濃度が増え続けると、2100 年には地球の平均気温が 1.1～6.4℃上昇し、海面が

18～59 ㎝上昇すると予測されています。また、異常気象の増加、砂漠化の拡大、農業生産や生態系の影響

など、生活環境や自然環境への広範で深刻な影響が懸念されています。 



ナノグラム（ng）・ピコグラム（pg） 

ナノグラム：10 億分の１ｇ   ピコグラム：１兆分の１ｇ（ナノグラムの１千分の１ｇ） 

ビオトープ（biotope） 
生物を意味する Bio と場所を意味する Top を合成したドイツ語で、直訳すれば「生物生育空間単位」。

生物学では、「特定の生物群集が生存できるような、特定の条件を備えた均質なある地域」と定義されて

います。 

ｐｐｍ（parts per million） 

100 万分中のいくつであるかを示す分率で、ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われます。大

気汚染では１ｍ３の大気中１cm３の物質が含まれる状態を、また、土壌汚染では１Kgの土壌または米の中に

１mgの汚染物質が存在する状態を１ppmで表します。水質汚濁では、ppmとほぼ等しい単位として   １

mg／ℓを用い、１ℓ中に１mgの物質が存在する状態を１mg／ℓで表します。また 10 億分中のいくつである

かを示す分率をppbで表します。 

ＰＲＴＲ制度 

ＰＲＴＲ(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出)制度とは、人の健康や生態系

に有害なおそれのある化学物質について、事業所から環境（大気、水、土壌等）への排出量及び廃棄物に

含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握して国に届け出るとともに、国や県は届出データや

推計に基づいて排出量や移動量を集計し、公表する仕組みです。 
 

(大気関係) 

アスベスト（石綿） 

アスベストは、天然に産出される繊維状の鉱物であり、蛇紋岩系のもの、角閃石系のものなどがありま

す。 

アスベストは、耐熱性、耐磨耗性などにすぐれた特性を有しており、かつ、安価であるため、建築物の

内外装材、自動車の摩擦材など広い分野で使用されています。アスベスト粉じんの暴露による人体影響と

しては、中皮種、アスベスト肺、肺がんなど、主として肺から胸膜への影響があげられます。 

現在、労働安全衛生法施行令の規定により、代替が困難な一部の製品等を除き、アスベスト等の製造等

は全面禁止されています。 

硫黄酸化物（sulfer oxides ＳＯx） 

硫黄の酸化物全体のことで、主として二酸化硫黄ＳＯ ２ （亜硫酸ガス）と三酸化硫黄ＳＯ ３ （無水硫黄）

です。重油等の硫黄分を含む燃料が燃焼することにより発生します。 

二酸化硫黄は不燃性・無色・強い刺激臭を持つ気体で､植物に傷害を与えたり､鼻､のど､目などを刺激しま

す。 

一酸化炭素（carbon monoxide ＣＯ） 

酸素が不足している状態で、燃料が燃焼したとき発生する無色、無臭の空気より少し軽い有害ガスのこ

とで、体内に吸収されると、血液中のヘモグロビン（血色素のこと、体のすみずみまで酸素を運ぶ役目を

する）と結合し、酸素の運搬力を弱め、ひどいときには、窒息にまで至ります。 

98％値 

年間における１日平均値のうち、低い方から 98％に相当する値です。 

Ｋ値規制 

Ｋ値は、一つのばい煙発生施設から排出された硫黄酸化物が拡散され、地上に到達した時の最大着地濃

度地点の濃度を定数化したもので、工場、事業場が多く立地し、硫黄酸化物の高濃度汚染が生じるおそれ

がある地域ほど厳しく（数値を小さく）設定する必要があり、このため区域ごとに異なるＫ値が決められ

ています。 

Ｋ値規制は、このＫ値に基づき硫黄酸化物の排出量を制限するもので、具体的には次の計算式により求

められた許容量を超える硫黄酸化物の排出を制限するものです。 

 

 ｑ：硫黄酸化物の量 ｍ３Ｎ／時 

 Ｋ：地域ごとに決められた定数（Ｋ値） （岡崎市 7.59） 

 He：補正された排出口の高さ(ｍ) 

K×He２ 
ｑ ＝ 

1000 

（煙突の高さに煙が上昇する有効な高さを加えたもの） 

 



光化学オキシダント（photochemical oxdants） 

大気中の窒素酸化物、炭化水素等が強い紫外線により、光化学反応を起こして生成されるオゾン、アル

デヒド、ＰＡＮ（パーオキシアセチルナイトレート）等の刺激性を有する物質の総称です。 

光化学スモッグ（photochemical smog） 

光化学オキシダントが発生し、白くモヤがかかった状態になることを光化学スモッグといいます。 

４月から 10 月にかけて、気温が高く、風が弱くて、日差しの強い日に発生しやすくなり、目やのどに刺

激を与えます。 

酸性雨 
通常、雨水には大気中の二酸化炭素が溶け込んでいるため、清浄な雨水でもＰＨは 5.6 程度となってい

ます。このため、一般的にはＰＨが 5.6 より低い雨を酸性雨といいます。 

酸性雨の原因は、硫黄酸化物や窒素酸化物等の大気汚染物質といわれています。これらの主な発生源は、

工場や自動車等の人為的なものですが、火山の噴煙のように自然現象によるものもあります。 

諸外国では、湖沼や森林といった生態系等への被害が発生しています。 

ジクロロメタン 

塩化メチレンとも呼ばれ､安定な化合物のため､洗浄及び脱脂溶剤､塗料剥離剤等として広く利用されてい

ます。無色の液体でエタノールのような臭いがあります。高濃度吸収の場合、目・のどを刺激するほか精

巣毒性の可能性があります。また麻酔作用があり、頭痛・めまい・吐き気を起こします。 

窒素酸化物（nitrogen oxides ＮＯx） 

窒素（Ｎ ２ ）と酸素（Ｏ ２ ）の化合物全体のことをいい、一酸化窒素（ＮＯ）、二酸化窒素（ＮＯ ２ ）が

その主なものです。燃焼時の高温下で空気中の窒素と酸素が結合することによるほか、窒素分を含む有機

物が燃焼するときにも発生します。 

赤褐色の刺激性の気体で､高濃度のときは､目､鼻等を刺激するとともに健康に影響を及ぼすといわれてい

ます。 

テトラクロロエチレン 

パークレン、四塩化エチレンとも呼ばれ、不燃性で洗浄能力が優れているため、ドライクリーニングに

大半が使用され、金属部品の洗浄や繊維の精練加工においても使用されています。 

高濃度の場合、目・鼻・のどを刺激します。蒸気を吸引すると、麻酔作用があり、頭痛・めまい・意識

喪失を起こします。また、ガンの原因になるといわれています。 

トリクロロエチレン 

トリクレン、三塩化エチレンとも呼ばれ、不燃性で脱脂能力が優れているため、金属部品の洗浄に大半

が使用され、接着剤や塗料の溶剤としても使用されています。 

蒸気を吸引すると、頭痛・めまい・吐き気及び貧血・肝臓障害を起こします。また、ガンの原因になる

といわれています。 

２％除外値 

年間にわたる１日平均値である測定値につき、測定値に高いほうから２％の範囲内にあるものを除外し

た値です。 

㎥Ｎ（㎥ Normal） 

気体は、圧力と温度により体積が変化します。このため気体の量の比較を行う場合には、圧力と温度を

同じ条件にしておかなければなりません。 

ｍ３Ｎは、圧力１気圧、温度０℃の状態（これを標準状態という。）における気体の体積をｍ３で表した

単位で、これにより気体の量の比較が可能となります。 
273×P×V１

Ｖ ２ ＝ 
Ｊ＋273 

温度Ｊ℃、圧力Ｐ気圧の状態における気体の体積をＶ １㎥とすれば、 

標準状態における体積Ｖ ２ ｍ３Ｎは、右の式によって得られます。 

浮遊粒子状物質（suspended particulate matter ＳＰＭ） 

大気中に浮遊している｢ばいじん｣や｢粉じん｣のうち、粒径が 10 ミクロン（１mm の 100 分の１）以下の

ものをいいます。 

 



 

ばい煙 

大気汚染防止法でばい煙とは、「燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、燃料その他の物の

燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん、物の燃焼・合成・分解その他の処理に伴い発

生する物質のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある有害物質として、①カドミウム

及びその化合物、②塩素及び塩化水素、③弗素、弗化水素及び弗化珪素、④鉛及びその化合物、⑤窒素酸

化物」と定義されています。 

粉じん 

大気汚染防止法で粉じんとは、「物の破壊、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛

散する物質」のことをいい、法律では、特定粉じんと一般粉じんに分けています。 

特定粉じんとは、「粉じんのうち、石綿（アスベスト）その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれが

ある物質で、政令で定めるもの」とされており、現在石綿が特定粉じんに指定されています。 

一般粉じんとは、粉じんのうち特定粉じん以外のものをいいます。 

ベンゼン 

合成ゴム、合成皮革、合成洗剤、有機顔料等多様な製品の合成原料として使用されています。ガソリン

中にも１％含まれています。 

高濃度のベンゼンを多量に吸引すると、めまい、嘔吐、頭痛、ねむけ、よろめき、平衡感覚減少、昏睡

など主に中枢神経に影響を受けます。また、ガンの原因にもなるといわれています。 

粒子状物質（particulate matter ＰＭ） 

固体又は液体の粒子からなる物質をいいます。大気汚染防止法に基づき、自動車排ガスの規制が行われ

てきましたが、平成 13 年６月、自動車 NOx 法が自動車 NOx･PM 法に改正され、同法で規制されることとな

りました。 
 

(水質・土壌関係) 

ＳＳ（suspended solids 浮遊物質） 

粒径２mm 以下の水に溶けない懸濁性の物質のことをいいます。 

これらは、魚類のえらに付着してへい死させたり、光の透過を妨害し、植物の光合成に障害を与える一

方、河川の汚泥床を形成したりします。 

四塩化炭素 

フルオロカーボン類の原料、溶剤、機械洗浄剤、防虫剤などに使用されています。特有臭を持つ不燃性

の無色透明の液体で、水に溶けにくく揮発性があります。吸入により、中枢神経衰弱を起こしたり、肝臓

や腎臓に影響を及ぼします。 

ＣＯＤ（chemical oxygen demand 化学的酸素要求量） 

水中の汚れ度合を示す指標で、水中の有機物など汚染源となる物質を酸化剤で一定時間酸化させたとき

に消費する酸素量をいいます。 

シス－１,２－ジクロロエチレン 

溶剤､染料抽出剤､香水､ラッカー､熱可塑性樹脂の製造､有機合成原料などに使用されています｡無色の液

体で､芳香臭､刺激性があります｡高濃度のジクロロエチレン類は､麻酔作用を有し､中枢神経の抑制作用もあ

ります｡ 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

窒素酸化物のうち、硝酸性塩及び亜硝酸性塩のことをいい、水中の窒素酸化物の一部が微生物により分

解され、硝酸塩や亜硝酸塩を生成します。硝酸塩や亜硝酸塩は肥料、火薬製造、ガラス製造の原材料など

に使用されています。乳幼児では高濃度の水の飲用によりメトヘモグロビン血症（血液中の酸欠による呼

吸困難）を引き起こす可能性があり、又多量の飲用により胃、食道等の臓器に腫瘍が発生します。 

大腸菌群数 

人及び動物の腸内に寄生する細菌に属するグループの総称で、一種類のものではありません。大腸菌が

多数存在する場合には、人畜のし尿などで汚染されている可能性があり、腸管に由来する病原性ウイルス

群、細菌群、寄生虫群も存在する疑いがもたれます。 



ＤＯ（dissolved oxygen 溶存酸素量） 
水の汚染状態を示す一つの項目で､水に溶けている酸素量のことをいいます｡汚濁度の高い水中では､水中

の溶存酸素を消費して､有機物を分解するので､溶存する酸素が少なくなり､魚介類の生存を脅かすようにな

ります｡ 

75％水質値 

年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ 0.75×ｎ番目（ｎは、日間平均値のデ

ータ数）のデータ値をもって 75％水質値とします。（0.75×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数

番目の値をとります。） 

河川のＢＯＤや海域のＣＯＤについて、環境基準地点において、年間を通じて環境基準に適合していた

か否かを判断する場合に 75％水質値を使います。 

鉛 

方鉛鉱、白鉛鉱、硫酸鉛鉱等の鉱石の形で産出される重金属です。水道管、ガス管、酸工業用パイプ、

蓄電池、電線ケーブル、合金、放射線遮蔽剤等の用途に幅広く使用されています。鉛及びその化合物は、

水銀等と並んで最も毒性の強い物質の一つで、皮膚、消化器、呼吸器等を通して吸収され、体内に蓄積し

て慢性中毒を起こし、歯のまわりに特有の褐色の緑を生ずるほか、ひどくなると強い関節炎や頭痛を伴う

血圧上昇、タンパク尿などの症状を示すといわれています。 

ｐＨ（水素イオン指数） 

液体中の水素イオン濃度〔Ｈ＋〕を表す尺度であり、１ℓ中の水素のグラムイオン数の逆数の常用対数を

とった数値で、次の式で表されます。 

ｐＨ＝－Log〔Ｈ＋〕 

ｐＨ７を中性とし、７より小さいものは酸性、７より大きいものはアルカリ性です。 

ＢＯＤ（biochemical oxygen demand 生物化学的酸素要求量） 

水中の汚れ度合を示す指標で、水中の有機物が一定時間、一定温度で、微生物によって酸化分解される

ときに消費される酸素量のことです。 

この数値が大きいほど、水質が汚濁していることを意味します。 
 

(騒音・振動関係) 

環境基準の面的評価 

道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する 1 地点で等価騒音レベル(LAeq)

の測定を行い、その結果を用いて評価区間内の道路端から 50ｍ範囲内にあるすべての住居等について等価

騒音レベルの推計を行うことにより環境基準を達成する戸数とその割合を把握する評価方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣騒音 

近隣騒音とは、人声、家庭のピアノ、クーラーからの音などの生活騒音などをいいます。 

等価騒音レベル（LAeq,Ｔ） 

変動する騒音のレベルのエネルギー的な平均値であり、音響エネルギーの総曝露量を時間平均した物理

的な指標であるため、異なる音源からの騒音を合成したり、逆に特定の音源の寄与割合を求めたりといっ

た演算の合理性に富みます。このことにより音響的な計算が簡便であり、予測計算方法も単純化されます。

また、睡眠影響やアノイアンス（人に感じられる感覚的なうるささ）との対応にも優れているとされてい

ます。 

50ｍ 

環境基準達成 環境基準非達成 道   路 騒音測定地

環境基準を達成する住
居等の戸数と割合を把

握する 

騒音測定地点での騒音レベ
ルから、個々の住宅等の騒

音レベルを推計 

環境基準    基準達成戸数(８戸) 
     ＝ 
達 成 率   評価区間内全戸数(16 戸) 

 

     ＝ 50％ 



デシベル（ｄＢ(Ａ)）騒音 

人間の耳で感じる音の大きさは、同じ物理的な強さの音でも周波数の高低により、異なった大きさに聞こ

える性質があります。そこで人間の耳に感じる大きさに近似させた量を測定できる騒音計が定められてい

て、この騒音計を用いて測定した数値（レベル）を騒音レベルといい、単位として dB(Ａ)が使われています。 

騒音のめやす 

20ｄＢ 木の葉のふれあう音、置き時計の秒針の音(前方１ｍ)

30ｄＢ 郊外の深夜、ささやき声 

40ｄＢ 市内の深夜、図書館の中、静かな住宅地の昼 

50ｄＢ 静かな事務所の中 

60ｄＢ 静かな乗用車、普通の会話 

70ｄＢ 電話のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭 

80ｄＢ 電車の車内 

90ｄＢ 大声による独唱、騒々しい工場の中 

100ｄＢ 電車が通るときのガード下 

110ｄＢ 自動車のクラクション(前方２ｍ)、リベット打ち 

120ｄＢ 飛行機のエンジン近く 

デシベル（ｄＢ）振動 

振動の大きさは、その振幅や速度などで決まります。人体への感じ方は複雑なので、人体に合うように

補正した振動計が定められており、この単位としてデシベル(dB)が使われています。 

振動のめやす 

55ｄＢ以下 人体には無感 

55～65ｄＢ 静止している人に感ずる程度 

65～75ｄＢ 大勢の人に感ずる程度であり、戸、障子がわずかに動く程度 

75～85ｄＢ 家屋が揺れ、戸･障子がガタガタと鳴動し、器内の水面の動きがわかる程度 

要請限度 

騒音規制法または振動規制法の指定地域において、自動車騒音または道路交通振動が一定の限度を超え

ていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれている場合には、市町村長は都道府県公安委員

会に対し道路交通法の規定により措置をとるべきことを要請したり、道路管理者に対し道路交通振動防止

のため道路の舗装、修繕等の措置をとるべきことを要請するものとしています。この限度のことを要請限

度といいます。 
 

(悪臭関係) 

臭気指数 

人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。 

規制基準の設定 

規制地域における自然的、社会的条件を考慮して、規制基準を定めます。 

規制基準は[1]敷地境界線、[2]気体排出口、[3]排出水について定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(廃棄物関係) 

一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類されます。また、「ご

み」は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に

伴って生じた「家庭ごみ」に分類されます。 

なお一般に廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要

になった物をいい、これに該当するか否かは占有者の意思、その性状等を総合的に勘案して定めるべきで

あるとされています。 

一般廃棄物処理計画 

「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない（廃棄物処

理法第６条）。また、一般廃棄物処理計画に従ってその区域内における一般廃棄物を生活環境保全上支障が

生じないうちに収集、運搬及び処分しなければならない（廃棄物処理法第６条の２）」とされているように、

一般廃棄物について市町村は自治事務として処理し、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み、排出抑制

のための方策、分別収集の種類、区分、一般廃棄物の処理施設の整備等を含めた処理計画を作成すること

となっています。 

合併処理浄化槽 

生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排水（台所や風呂、洗濯などからの排水）を併せて処理する

ことができる浄化槽を指しています。これに対して、し尿のみを処理する浄化槽を単独処理浄化槽といい

ます。 

浄化槽法（1983 年）の改正等によって、単独処理浄化槽の新設は実質的に禁止されているため、現在で

は「合併処理」をつけなくても浄化槽といえば合併処理浄化槽を意味するようになっています。 

最終処分場 

廃棄物は、資源化または再利用される場合を除き、最終的には埋立処分又は海洋投入処分されます。最

終処分は埋立てが原則とされており、大部分が埋立てにより処分されています。最終処分を行う施設が最

終処分場であり、ガラスくず等の安定型産業廃棄物のみを埋め立てることができる「安定型処分場」、有害

な産業廃棄物を埋め立てるための「遮断型最終処分場」、前述の産業廃棄物以外の産業廃棄物を埋め立てる

「管理型最終処分場」及び一般廃棄物最終処分場（「管理型最終処分場」と同様の構造）とに分類されます。 
これらは埋め立てる廃棄物の性状によって異なる構造基準及び維持管理基準が定められています。 

再使用（リユース） 

いったん使用された製品や部品、容器等を再使用することです。具体的には、(1)あるユーザーから回収

された使用済み機器等をそのまま、もしくは修理などを施した上で再び別のユーザーが利用する「製品リ

ユース」、(2)製品を提供するための容器等を繰り返し使用する「リターナブル」、(3)ユーザーから回収され

た機器などから再使用可能な部品を選別し、そのまま、もしくは修理等を施した上で再度使用する「部品

リユース」などがあります。 

再生利用（マテリアルリサイクル） 

廃棄物等を原材料として再利用することです。効率的な再生利用のためには、同じ材質のものを大量に

集める必要があり、特に自動車や家電製品といった多数の部品からなる複雑な製品では、材質の均一化や

材質表示などの工夫が求められます。なお、再生利用のうち、廃棄物等を製品の材料としてそのまま利用

することをマテリアルリサイクル（例：びんを砕いてカレットにした上で再度びんを製造する等）、化学的

に処理して利用することをケミカルリサイクル（例：ペットボトルを化学分解して再度ペットボトルにす

る等）といいます。 

産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックな

ど 20 種類の廃棄物をいいます。大量に排出され、また、処理に特別な技術を要するものが多く、廃棄物処

理法の排出者責任に基づきその適正な処理が図られる必要があります。 

資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法） 

事業者によるリサイクル対策を強化するとともに、製品の省資源化、長寿命化等による廃棄物の発生抑

制及び回収した製品からの部品等の再使用を推進し、資源循環型経済システムの構築を目指すことを目的

として施行された法律です。平成３年より施行された｢再生資源の利用の促進に関する法律｣を改正する形で、

平成 12 年６月７日に公布(平成 13 年４月１日施行)されました。 

工場で副産物の発生抑制のための設計・製造を行う製品、リユース・リサイクルに配慮した設計・製造

を行う製品等が定められています。 



 

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律） 

自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより、使用済自動車のリサ

イクル・適正処理を図るための法律です。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入した自動車が

使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト（破砕された後の最終残さ）等を引き取ってリサイク

ルする等の義務を課し、そのために必要な費用はリサイクル料金（再資源化預託金等）として自動車の所

有者が原則新車販売時に負担する制度です。解体業者などの関係事業者はすべて都道府県知事等の登録・

許可を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は一元的に情報管理される仕組みとな

っています。 

循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念です。循環型社会形成推進

基本法では、第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできる

だけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されるこ

とにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としてい

ます。 

３Ｒ（スリーアール） 

リデュース(Reduce)：廃棄物等の発生抑制、リユース(Reuse)：再使用、リサイクル(Recycle)：再生利用

の３つの頭文字をとったものです。 

ゼロ・エミッション 

ある産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として利用することにより、廃棄物の排出（エミ

ッション）をゼロにする循環型産業システムの構築を目指すものです。国連大学が提唱し、企業や自治体

で取組が進んでいます。 

中間処理 

収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、選別などにより、できるだけごみの体積と重

量を減らし、最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理することです。さらに、鉄やア

ルミ、ガラスなど再び資源として利用できるものを選別回収し、有効利用する役割もあります。 

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 

特定家電製品(当面政令で指定されたテレビ、冷凍庫・冷蔵庫、洗濯機、エアコンの４種類)について小売

業者、製造業者等による収集、運搬及び再商品化等に関し、適正かつ円滑に実施するための措置を講じ、

適正処理、資源の有効利用の確保を図ることを目的とし、平成 13 年４月１日から完全施行された法律です。 

特別管理廃棄物 

廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があるなど人の健康または生活環境に被害を及ぼすおそれがある

性状を有するものをいいます。他の廃棄物と区別しての収集運搬や、特定の方法による処理を義務付ける

など、特別な処理基準が適用されます。特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に分けて政令で指定す

ることとされており、特定の施設から生ずるばいじん、病院等から生ずる感染性廃棄物、廃 PCB、廃石綿

などが指定されています。 

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすることを目的と

した法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理基準の策定等を内容

とします。 

排出者責任 

廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクル等の処理に関する責任を負うべきとの考え方です。廃

棄物処理に伴う環境負荷の原因者はその廃棄物の排出者であることから、排出者が廃棄物処理に伴う環境

負荷低減の責任を負うという考え方は合理的であると考えられ、その考え方の根本は汚染者負担の原則に

あります。 

発生抑制（リデュース） 
廃棄物の発生自体を抑制することです。リユース、リサイクルに優先されます。リデュースのためには、

事業者には原材料の効率的利用、使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など製品の設計か

ら販売に至るすべての段階での取組が求められます。また、消費者は、使い捨て製品や不要物を購入しな

い、過剰包装の拒否、良い品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイル全般にわたる取組が必

要です。 



 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 

ＰＣＢはその安定性、耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、様々な用途に用いられてきま

したが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかにな

り、生産・使用の中止等の行政指導を経て、昭和 49 年に化学物質審査規制法に基づき製造及び輸入が原則

禁止されました。しかし、ＰＣＢ廃棄物については、処理施設の設備が進まなかったことなどから事業者

が長期間保管し続けてきており、平成 13 年に PCB 特別措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で

平成 28 年７月までに処理を終えることとしています。 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 

容器包装廃棄物の減量、リサイクルを目的として平成９年４月１日から施行されました。 

・消費者は容器包装の合理的な選択により廃棄物の排出を抑制するとともに、容器包装廃棄物を分別して

排出する。 

・対象となる容器を製造、または利用する事業者、対象となる包装を利用する異業者は再商品化を行う義

務を負う。 

・市町村は分別収集計画を定め、区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講じなければ

ならない。 

等を定めています。 

平成９年４月１日よりガラスびん、ペットボトル等７品目を対象としていましたが、平成 12 年４月１日

から対象が段ボール、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装等が追加され、10 品目に拡大されまし

た。 

リサイクル 

廃棄物等を再利用することです。原材料として再利用する再生利用（再資源化）、焼却して熱エネルギー

を回収するサーマル・リサイクル（熱回収）があります。 
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